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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年７月１９日 ２０時２５分ごろ 

発生場所 播磨
は り ま

灘の鹿ノ瀬
し か の せ

南西方沖 

 淡路室津
む ろ つ

港西防波堤灯台から真方位２７６°７.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.３′ 東経１３４°４３.８′） 

事故の概要  石炭灰運搬船ひまわりは、西南西進中、また、漁船伸盛
しんせい

丸は、えい
．．

網しながら北進中、両船が衝突した。 

 ひまわりは、左舷中央部外板に擦過傷を生じ、また、伸盛丸は、船

首部外板に破口を生じた。 

事故調査の経過  令和元年７月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 石炭灰運搬船 ひまわり、４,０６４トン 

   １４２３１１、株式会社電発コール・テックアンドマリーン、

ＮＳユナイテッド内航海運株式会社 

   １００.９０ｍ×１７.５０ｍ×８.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,６４７kＷ、平成２６年９月 

Ｂ 漁船 伸盛丸、４.８トン 

   ＨＧ３－４３２３３（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.８０ｍ（Lr）×２.９９ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、平成１１

年３月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年８月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年２月２８日 

    免状有効期間満了日 令和４年８月１３日 

  航海士Ａ 男性 ２５歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２６年１０月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和元年６月１２日 

    免状有効期間満了日 令和６年１０月２７日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２８年３月１４日 

    免許証交付日 平成２８年３月１４日 

           （令和３年３月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか８人が乗り組み、山口県宇部
う べ

市宇

部港で揚げ荷役を行う目的で、令和元年７月１９日１４時５０分ごろ

徳島県阿南
あ な ん

市橘港を出港した。 

 Ａ船は、明石海峡を通過した後、１９時５５分ごろ船長Ａが降橋

し、２０時００分ごろ、航海士Ａが、前直の航海士から、船首方の播

磨灘航路第５号灯浮標付近に漁船数隻がいること、船首方にＡ船より

も遅い同航船１隻がいること、及び船尾方にＡ船よりも速い同航船３

隻がいることを引き継いで操舵手と共に当直に当たり、航海灯を表示

して約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵

により播磨灘を西南西進した。 

 航海士Ａは、船首方の漁船数隻がＡ船の針路から離れ、また、針路

の定まっていなかったＢ船が左舷船首方で停止したので、原針路でも

Ｂ船の北方を通過できると思ったが、Ｂ船との通過距離を離そうと設

定針路を右へ２°変更するよう操舵手に指示した。 

 Ａ船は、鹿ノ瀬南西方沖を西南西進中、航海士Ａが、船尾方の同航

船等に対する見張りを行っていたところ、２０時２４分ごろ、左舷船

首方２００ｍ付近に北進するＢ船を認め、手動操舵として右舵１０°

に続いて右舵一杯を操舵手に指示したものの、２０時２５分ごろ右回

頭中にＢ船と衝突した。 

 航海士Ａは、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗

り組み、底びき網漁を行う目的で、１５時００分ごろ兵庫県姫路市

坊勢
ぼ う ぜ

漁港を出港した。 

 Ｂ船は、播磨灘航路第５号灯浮標付近の漁場で操業を行い、南北方

向にえい
．．

網を繰り返した後、２０時１７分ごろ、６回目の操業を開始

し、緑色全周灯、白色全周灯、両舷灯及び船尾灯を表示して約３kn

の速力で自動操舵によりえい
．．

網しながら北進した。 

 船長Ｂは、甲板員Ｂと共に前部甲板で漁獲物の選別作業を行った

後、自らは操舵室に戻り、北方及び西方の見張りを行っていたとこ
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ろ、船体に衝撃を感じてＡ船を認め、Ａ船と衝突したことに気付い

た。 

 船長Ｂは、所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項  航海士Ａは、汽笛を吹鳴して注意喚起を行うとともに、設定針路を

右へ１０°変更してＢ船との通過距離を離しておけばよかったと本事

故後に思った。 

 船長Ｂは、操船中、操舵室の左舷側に腰を掛け、窓から顔を出して

船首方及び左舷方の見張りを行っており、５回目の操業で南進した際

に東方の見張りを行い、西進する船舶を認めていたものの、Ｂ船から

遠距離であったので、操業に支障となる船舶はいないと思い、本事故

当時、北方及び西方の見張りを行っていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 船長Ｂの操船時の姿勢（操舵室左舷側） 

 

 甲板員Ｂは、本事故当時、漁獲物の選別作業を続けていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鹿ノ瀬南西方沖を西南西進中、航海士Ａが、針路の定まっ

ていなかったＢ船が左舷船首方で停止したのを認め、Ｂ船の北方を安

全に通過できると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、

北進を始めたＢ船に気付くのが遅れ、右舵１０°に続いて右舵一杯を

取ったもののＢ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鹿ノ瀬南西方沖において、６回目の操業を開始してえい
．．

網

船首方 
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しながら北進中、船長Ｂが、５回目の操業で東方から西進する船舶を

認めていたものの、Ｂ船から遠距離であり、操業に支障はないと思

い、北方及び西方の見張りを行ってえい
．．

網を続けたことから、東方か

ら接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、鹿ノ瀬南西方沖において、Ａ船が西南西進中、Ｂ

船がえい
．．

網しながら北進中、航海士Ａが、左舷船首方で停止したＢ船

の北方を安全に通過できると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、

また、船長Ｂが、東方から西進する船舶は操業に支障はないと思い、

えい
．．

網を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中の漁船の付近を航行する際は、漁船の動きが分かりづらい

ので、十分に距離を隔てて航行するとともに、継続してその動向

を確認すること。 

 ・操業中の漁船の付近を航行する際は、汽笛を吹鳴するなどして自

船の存在を示す措置を採ること。 

 ・通航船舶の多い航路付近で操業を行う際は、周囲の適切な見張り

を行うこと。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 
5
 
- 

Ａ船 

播磨灘航路第５号灯浮標 

淡路島 

兵庫県 
岡山県 

× 

事故発生場所 

（令和元年７月１９日 

 ２０時２５分ごろ発生） 

 

Ｂ船 

Ａ船 

淡路室津港西防波堤灯台 

鹿ノ瀬 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

19:55:02 34-34-51.5 134-51-55.4 247.6 247 15.3 

20:00:02 34-34-22.1 134-50-30.2 248.5 250 15.1 

20:05:02 34-33-56.6 134-49-05.9 250.2 250 14.6 

20:10:02 34-33-31.8 134-47-45.0 250.3 250 14.0 

20:15:02 34-33-07.8 134-46-25.2 250.0 250 14.1 

20:20:04 34-32-44.7 134-45-06.9 250.2 251 13.9 

20:21:01 34-32-39.5 134-44-50.0 249.8 251 13.7 

20:22:02 34-32-34.7 134-44-34.2 250.2 250 13.7 

20:23:01 34-32-30.0 134-44-18.6 249.7 250 13.7 

20:23:08 34-32-29.5 134-44-17.1 249.8 251 13.7 

20:23:18 34-32-28.8 134-44-14.5 250.1 251 13.7 

20:23:28 34-32-28.0 134-44-11.9 250.5 250 13.7 

20:23:38 34-32-27.1 134-44-09.0 250.3 250 13.6 

20:23:48 34-32-26.3 134-44-06.5 249.9 250 13.7 

20:23:58 34-32-25.5 134-44-03.9 249.7 250 13.7 

20:24:08 34-32-24.7 134-44-01.3 249.7 250 13.7 

20:24:18 34-32-24.0 134-43-59.0 249.7 250 13.6 

20:24:28 34-32-23.2 134-43-56.1 250.0 250 13.6 

20:24:38 34-32-22.4 134-43-53.6 249.9 251 13.6 

20:24:48 34-32-21.7 134-43-51.3 249.9 254 13.6 

20:24:58 34-32-20.8 134-43-48.7 248.9 268 13.6 

20:25:05 34-32-20.4 134-43-46.9 251.3 282 13.4 

20:25:12 34-32-20.3 134-43-45.1 257.5 293 12.9 

20:25:18 34-32-20.4 134-43-43.7 265.2 303 12.1 

20:25:28 34-32-21.0 134-43-41.7 279.8 309 10.9 

20:25:38 34-32-21.8 134-43-40.0 292.3 306 10.1 

20:25:48 34-32-22.7 134-43-38.3 296.9 305 10.1 

20:25:58 34-32-23.5 134-43-36.4 297.9 304 10.3 

20:26:08 34-32-24.4 134-43-34.6 298.6 304 10.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は 

真方位である。 

 


